
船舶事故調査報告書 

令和６年１月２４日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和４年１０月９日 ０４時００分ごろ 

発生場所 千葉県勝浦市勝浦漁港 

 勝浦港南防波堤灯台から真方位３５４°２０ｍ付近 

 （概位 北緯３５°０８.６′ 東経１４０°１８.０５′） 

事故の概要  漁船第八国
くに

丸は、右転中、浅所に乗り揚げた。 

事故調査の経過 令和５年９月６日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 第八国丸、１４トン 

 ＭＺ２－１００９６（漁船登録番号）、株式会社国丸水産 

 第２９４－２０５２２号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型 

機関長、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 船首部船底に破口等 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北北西、風速 約５m/s、視程 約２０km 

海象：波高 約０.５ｍ、潮汐 上げ潮の中央期、潮高 約５８cm

（勝浦） 

日出時刻：０５時３９分ごろ 

 事故の経過等 本船は、船長及び機関長ほか２人が乗り組み、燃料等の補給の目的

で、勝浦漁港に向け、機関長が操舵室の上方で立ってリモコンを使用

して操縦し、ＧＰＳプロッターを作動させ、約６ノットの対地速力で

勝浦市浜勝浦西方沖を北進した。 

機関長は、ふだんと同じように勝浦港西防波堤灯台（以下、灯台及

び防波堤については「勝浦港」を省略する。）と南防波堤灯台の中央

付近で右転する予定とし、右舷船首方の市場の様子に意識を向けて目

視のみで航行を続け、右転を開始したところ、南防波堤付近の浅所に

乗り揚げた。（図１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 本船の本事故当時の進路状況 

 

船長は、損傷状況及び乗組員の負傷の有無等を確認し、本船は、自

力離礁して勝浦漁港に着岸した。 

分析 本船は、浜勝浦西方沖を北進中、機関長が、船位を正確に把握しな

いまま、市場の様子に意識を向けて目視のみで航行していたことか

ら、南防波堤付近の浅所に向けて航行していることに気付かず、同浅

所に乗り揚げたものと考えられる。 

原因 本事故は、夜間、本船が、浜勝浦西方沖を北進中、機関長が、船位

を正確に把握しないまま、市場の様子に意識を向けて目視のみで航行

していたため、南防波堤付近の浅所に向けて航行していることに気付

かず、同浅所に乗り揚げたものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・操船者は、特定の物標等に意識を向けることなく、ＧＰＳプロッ

ター等で船位を確認して変針等すること。 
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